
 

   公立大学法人公立鳥取環境大学役員規程 

                              平成２４年４月１日 

                            鳥取環境大学規程第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人公立鳥取環境大学(以下「法人」という。）の役員の責

務、任期その他役員に関し必要な事項を定める。 

 

 （責務） 

第２条 役員は、法人の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務に精

励しなければならない。 

２ 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。 

 

（役員の忠実義務） 

第２条の２ 役員は、その業務について、地方独立行政法人法（平成１５年法第１１８号。

以下「法」という。）、他の法令、鳥取県及び鳥取市の条例及び規則並びに定款、法、

他の法令又は鳥取県及び鳥取市の条例に基づいてする鳥取県知事及び鳥取市長の処分

並びに法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し法人のため忠実にその職務を遂

行しなければならない。 

 

（報告義務） 

第２条の３ 役員（監事を除く。）は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があ

ることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 

 

（損害賠償責任） 

第２条の４ 役員は、その任務を怠ったときは、法人に対し、これによって生じた損害を

賠償する責任を負う。 

２ 前項の責任は、鳥取県知事及び鳥取市長の承認がなければ、免除することができない。 

 

 （副理事長及び理事の職務） 

第３条 副理事長及び理事の職務は次のとおりとし、その分担は理事長が定める。 

(１) 総務 

(２) 経営・評価 

(３) その他理事長が特に命じる事項 

 

 （副理事長及び理事の任期） 

第４条 副理事長及び理事の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末

日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日までとする。 

２ 補欠の副理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 



 

３ 理事長が欠員となったときの副理事長及び理事の任期の末日は、前２項の規定にかか

わらず、後任の理事長が任命される日の前日とする。 

 

 （職務代理の順序） 

第５条 定款第１０条第５項に規定する理事長があらかじめ指定した順序は、常勤の理事、

非常勤の理事の順序とする。 

２ 非常勤の理事の順序は、理事の任命の際に理事長が示すものとする。 
 

 （役員の服務） 

第６条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

２ 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をし

てはならない。 

３ 役員(非常勤の者を除く。）は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬

を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務

を行ってはならない。 

 

 （勤務時間、休日および休暇） 

第７条 常勤の役員の勤務時間、休日および休暇については、公立大学法人公立鳥取環境

大学職員就業規則に準ずる。 

 

 （出張および旅費） 

第８条 理事長は、職務上必要がある場合は、役員に出張を命ずることができる。 

２ 役員が出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人公立鳥取環境大学旅費

規程に基づき支給する。 

 

 （副理事長及び理事の懲戒） 

第９条 理事長は、副理事長及び理事がこの規程に違反したとき、又は役員としてふさわ

しくない非行があると認めるときは、当該副理事長及び理事を懲戒処分することができ

る。 

 

 （役員の解任） 

第１０条 役員は、法第１６条に規定する役員となることができない者に該当するに至っ

たとき又は法第１７条第２項若しくは第３項の規定に該当すると認められるときは、解

任されるものとする。 

 

 （弁明の機会の付与） 

第１１条 理事長は、法第１７条第２項又は第３項の規定により副理事長及び理事を解任

しようとするときは、当該副理事長及び理事に弁明の機会を付与しなければならない。 

 



 

 （委任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成３０年規程第１８号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


